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１．事例の概要 

１回経産婦。妊娠２２週以降尿蛋白が（＋）～（３＋）がみられたが、血

圧からは妊娠高血圧症候群の診断には至らなかった。妊娠３６週１日、妊産

婦は陣痛開始および破水により入院した。医師が内診し子宮口の開大は４ｃ

ｍであった。分娩前６０分頃～分娩前４０分頃の胎児心拍数陣痛図を、医師

は遅発一過性徐脈が２回みられたが、以降の基線細変動は良好で徐脈もみら

れなかったと判断し、念のため緊急帝王切開に備えて血液検査を指示した。

その後、分娩監視装置が一旦外された。分娩９分前、子宮口は全開大、児頭

の位置はＳｐ＋３であった。分娩監視装置が再装着され胎児心拍数は８０拍

／分台で、酸素が３Ｌ／分で投与された。児は経腟分娩で娩出した。臍帯巻

絡が頸部に１回認められた。分娩所要時間は２時間３８分であった。 

児の在胎週数は３６週２日で、搬送先で測定された体重は２１５０ｇ（－

１．８ＳＤ）であった。アプガースコアは生後１分、生後５分いずれも０点

であった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．８５０、ＰＣＯ２１０７ｍｍＨ

ｇ、ＰＯ２２５．５ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１７．７ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２４．

１ｍｍｏｌ／Ｌであった。出生直後より筋緊張や啼泣が認められず、臍帯の

拍動はなく、バッグ・マスクによる人工呼吸が行われた。生後４８分頃、心

拍数は１５４回／分、経皮的動脈血酸素飽和度は１００％であった。生後１
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時間３０分、児はＮＩＣＵへ入院した。経皮的動脈血酸素飽和度は９５％、

食道挿管が確認されたため再挿管が行われた。血液ガス分析値（動脈血）は、

ｐＨ７．３１６、ＰＣＯ２４３．８ｍｍＨｇ、ＢＥ－４．２ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。生後９日、頭部ＣＴスキャンの結果、大脳皮質のｄｅｎｓｉｔｙ（吸

収度）は著明に）下していた。生後１ヶ月の頭部ＭＲＩでは、全体的な脳の

萎縮を認め、脳幹部、両側視床、レンズ核にＴ１強調画像で高信号域が認め

られ、低酸素・虚血を呈した状態であると判断された。 

本事例は病院の事例であり、産婦人科専門医１名（経験６年）と、助産師

２名（経験３年、５年）、看護師３名（経験２、４、６年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、分娩前３８分から分娩前９分までの間に、

胎盤機能不全・胎児発育不全を背景因子としてもつ胎児が、分娩時の子宮収

縮などにより高度かつ急激な臍帯圧迫によって低酸素血症、酸血症を生じ、

広汎かつ重篤な低酸素性脳症を来たしたことである可能性が考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

悪阻ならびに感冒様症状の管理は一般的である。妊娠２２週以降、妊娠３

２週までの管理、および妊娠３２週に尿蛋白（３＋）となり血圧が上昇傾向

にあった際に血圧の自己測定の指示を行ったことは一般的である。また、尿

蛋白陽性、血圧が上昇傾向にあった際に妊娠３２週以降の健診間隔を２週毎

としたことは選択肢としてありうる。妊娠３４週以降の妊娠管理について妊

娠高血圧症候群の発症に留意し、健診間隔を短縮しなかったことは選択され

ることの少ない対応である。入院後に分娩監視装置を装着して得られた２５

分間の胎児心拍数陣痛図の結果に基づき、経腟分娩進行を期待しながら術前
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検査を行ったことは一般的である。その後、一時的に分娩監視装置装着によ

る胎児監視を中断したことについては、その直前に変動一過性徐脈を認めて

いるので監視を強化すべきであるとする意見と、変動一過性徐脈の波形から

低酸素血症が疑われる波形ではないので選択肢としてありうるという意見の

賛否両論がある。陣痛増強の訴えがあってから１９分間、分娩監視装置を装

着しなかったことは選択されることは少ない対応である。児娩出までの対応、

臍帯動脈血ガス分析を行ったことは一般的である。生後１分のアプガースコ

アが０点であった際に院内への緊急招集を行ったこと、生後５分も０点であ

ったことに対しすぐに新生児搬送依頼を行ったことは適確である。一連の新

生児処置、および新生児搬送までの対応は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）妊娠中に尿蛋白陽性を認めた場合の対応について 

妊娠中に高度の蛋白尿を認めた場合は、尿蛋白定量検査などの精査を実

施することが望まれる。 

（２）胎盤の病理組織学的検査の実施について 

胎盤の病理組織学検査は、原因の解明に寄与する可能性があるので、 

分娩経過に異常があった場合や重症の新生児仮死が認められた場合には、

実施することが望まれる。 

（３）分娩のための入院時の検査について 

分娩での入院時には「産婦人科診療ガイドライン産科編２０１１」に

記載があるように尿生化学検査を行うことが強く勧められる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 
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特になし。 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．妊娠高血圧症候群が疑われる妊産婦の管理基準について 

妊娠高血圧症候群の発症が疑われる状態での適切な健診間隔や患者

指導などについて管理基準を検討することが望まれる。 

イ．胎盤の病理組織学的検査の実施について 

胎盤の病理組織学的検査の実施について周知徹底をはかることが望

まれる。 

ウ．胎盤機能不全の研究について 

胎児機能不全の病態形成における胎盤や臍帯因子の関与について、

研究を強化、推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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